


　選挙は、国民が意思を託して政治の方向を定める基本的な制度
であり、日本国憲法に掲げられた「国民主権」を具体化する仕組
みです。これを体系的に定めているのが公職選挙法であり、選挙
の公正性と透明性を確保するために多様な規定が設けられていま
す。選挙が法に則り適正に実施されることは、民意を正確に反映
し、政治への信頼を支える前提となります。

　しかし、残念なことに公職選挙法違反や同法に抵触するおそれ
のあるトラブルの事例が後を絶ちません。とりわけ2024年に行わ
れた東京都知事選挙では、公職選挙法に違反・抵触する、あるい
はその精神を揺るがす事案が複数確認されました。候補者ポス
ター掲示板には、成人向け広告や芸能人肖像の無断使用、イン
ターネットサイトへの誘導など、選挙とは無関係の不適切な内容
の掲示が多数見られ、市民から不信や違和感の声が上がりまし
た。さらに政見放送においては、性的表現や差別的表現、対立候
補への誹謗中傷にあたる内容が放送される事例が確認され、選挙
の公正性が著しく損なわれました。さらに、他候補の演説を妨害
する行為や、動画配信を通じた違法な宣伝活動といったこれまで
に類を見ない手法の違反も顕在化しました。これらの状況を受
け、選挙の公平性や公共性への懸念が広がり、制度の見直しや法
改正を求める声がますます高まっています。
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　選挙違反は当事者の「認識不足」で済まされるものではなく、
刑事罰や当選無効など重大な結果につながることがあります。一
方で、公職選挙法の条文や解釈は専門的かつ複雑なため、候補者
や関係者、選挙管理の現場においても判断が難しいケースがあり
ます。特に近年はインターネットやSNSの普及により、従来想定
されなかった行為が問題となることもあり、法の趣旨を理解した
うえで、時代の変化に即した適切な対応を行うことが求められる
ようになっています。

　本書『違反事例で学ぶ公職選挙法　60選』では、こうした現状
を踏まえ、報道記事などから実際に発生した60の違反事例を取り
上げ、その概要と違法とされた理由について解説しています。ま
た、各事例には「判断のポイント」を整理し、候補者や関係者が
注意すべき点を示しています。本書が選挙管理委員会関係者や公
職の候補者、あるいは立候補予定者や有権者など、選挙に関わる
すべての方々にとって、公職選挙法の理解を深め、適法で公正な
選挙を行う上での参考となることを願ってやみません。
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●�本書において、「法」とは公職選挙法（昭和25年法律第100号）、「令」とは公
職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）、「則」とは公職選挙法施行規則（昭
和25年総理府令第13号）を指します



　公職選挙法の違反に関する事例は、公職の候補者等にかかわるもの
が多いと言えます。他の候補者に比べ、一票でも多く獲得して当選す
ることを目指すため、違反に及ぶことがあります。
　その中でも、買収や地盤培養など選挙とカネにまつわる違反が多く
見られます。政策や候補者の人となりといった要素ではなく、カネに
より選挙結果を変えようという行為は、選挙の公正さを阻害し、許さ
れるものではありません。
　また、選挙運動の規制違反も、多く報道されます。公職選挙法の選
挙運動規制は、確かに厳しすぎるとの批判がありますが、これまでの
経緯によって作り上げられてきたものです。時代にそぐわない面など
もありますが、現に法律により規制されている以上は、守らなければ
なりません。一方で、法律の見直しなどにより、時代に即した規制の
あり方も考えていくことが必要でしょう。
　最近、当選を得るためではなく、選挙に関係のない目的のためポス
ター掲示場や政見放送を利用するなどの行為が散見されるようになり
ました。公職選挙法は、その認める選挙運動の枠組みの下で、各候補
者が当選を目指して自由に戦ってもらうことを前提に構築されている
ので、選挙に関係のないものについて規制は置かれていません。そこ
を突かれた形ですが、このような事態にどうやって対応するかが問わ
れています。本来行われるべきである当選を目指した選挙運動の自由
を確保した上で、どのような規制が望ましいのか検討していく必要が
あります。

第 1章　候補者等
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■ 事件の概要
大臣経験者で衆議院議員のＸ氏は、妻である参議院議員Ｙ氏と

ともに、Ｙ氏自身が2019年に行われた参議院議員選挙における
所属政党の公認候補となった直後の2019年の3月〜8月にかけて、
地元の県議会議員や市議会議員など100人に合計約2,900万円を
渡したとして2020年6月に公職選挙法違反（買収）で逮捕された。
Ｘ氏は地元議員や後援会関係者95人に、Ｙ氏は地元議員5人に
現金を渡した。

■ 関係者の対応など
Ｘ氏、Ｙ氏ともに現金提供を認めた一方、2019年4月に行われ

た統一地方選挙の陣中見舞いや当選祝いであり、買収資金ではな
いと主張した。領収書を求めなかった理由についてＹ氏は、個人
献金として渡したもので領収書は必要ではないとした。
他方、現金を提供された側の大半がＸ氏、Ｙ氏の言動から票の
取りまとめ依頼の意図を感じたと説明。中にはＸ氏から「Ｙをよ
ろしくと言われた」と話す者もいた。訪問を受けた県議会議員の
中の一人は「参議院議員選挙の前なので票の取りまとめ依頼と受
け取ることができる。だから受け取らなかった」と話した。別の
県議会議員は、県議会議員選挙で当選した当日、Ｙ氏が当選祝い

買収罪と寄附禁止

選挙前に地元議員らに
現金を渡し、買収容疑で逮捕

事例

01
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として封筒を差し出したが、現金だと推測してその場で返却し
た。参議院議員選挙の話は出なかった。Ｘ氏、Ｙ氏から200万円
を受け取ったとされる県議会議員は、50万円は個人的に使い、
150万円は寄附として処理したと説明。この件については、議員
辞職になっても仕方がないと述べた。
政治資金収支報告書に受領したことを記載した政治家は5名。
検察の聴取後、受け取った記憶があったので記載した、寄附にあ
たると考え記載したなどと話している。不記載とした政治家は、
その理由を「返金した」「領収書を出せていない」「金は検察に提
出した」などと説明した。

2021年1月、東京地裁はＹ氏に対し、Ｘ氏と共謀して集票依頼
などを目的に地元議員4人に対し現金160万円を渡したとして、
公職選挙法違反（買収など）罪で懲役1年4か月、執行猶予5年
（求刑1年6か月）の有罪判決を言い渡した。なお、現金を供与し
た他の1人についてはＸ氏との共謀は認められないとして無罪と
した。現金授受の際に領収書を取り交わさず、Ｙ氏自身が口裏合
わせの電話をしていることなどから、買収の意図があったとして
いる。選挙の公正を害する行為で責任は重いとした。
Ｙ氏は陳謝し、控訴しないことを表明し、刑が確定した。

2021年3月、それまで無罪を主張していたＸ氏は一転、起訴内
容の大半を認め、議員辞職の意向を示した。これまでの公判で
100人のうち94人が現金供与について票の取りまとめの趣旨が
あったことを認めている。
同年6月、東京地裁はＸ氏に対し、Ｙ氏の選挙運動における総
括主宰者であり、票の取りまとめなどを期待して現金を供与した
として、公職選挙法違反（買収など）罪で懲役3年、追徴金130
万円（求刑懲役4年、追徴金150万円）の有罪判決を言い渡した。
拒む者に対して何度も受領を迫ったり、無理やり受け取らせるな



14

ど悪質な態様もあり、対象者や金額も大きく、選挙買収の事案の
中でも刑事責任は際立って重いとした。Ｘ氏は判決言い渡し後、
即日控訴していたが、控訴を取り下げ、実刑が確定した。

現金を受領した地元議員ら100人については、東京地検特捜部
で刑事処分が検討されたものの、受動的立場であったなどとして
当初は全員を不起訴とされた。しかし市民団体らが、「買収の意
図を認識しながら現金を受領しており、数十万円を受け取った議
員らもいて、選挙の公平性を害した責任がある。不起訴は過去の
事案と比べて不公平」として検察審査会に審査を申し立てた。
2022年1月、東京検察審査会は、地元政治家100人のうち35人
を起訴相当、46人を不起訴不当と議決。これを受け、東京地検
特捜部は、起訴相当と議決された35人のうち体調不良の1人を除
く34人を公職選挙法違反（被買収）罪で起訴、不起訴不当と議
決された46人は再び不起訴不当（起訴猶予）処分とする方針を
決めた。
同年3月、地検などは9人を在宅起訴、25人を略式起訴した。
略式起訴された市議会議員の1人は起訴内容について認めたもの
の一部は買収資金ではなく陣中見舞いとしたうえで、捜査を始め
てから2年以上が経過しており、5年の公民権停止は重いとして
短縮を求め、正式裁判を請求した。しかし、地裁は選挙の公正を
著しく損ねる買収であり短縮を考慮するほど軽い事案ではないと
して退けた。
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第1章　候補者等（買収罪と寄附禁止）

選挙における買収罪は極めて重い犯罪である（法第
221条第1項第1号）。

買収は公正な選挙の実現を金で歪めようとする、非常に重
大な犯罪です。公職選挙法は、当選を得もしくは得しめ又は
得しめない目的をもって選挙人又は選挙運動者に対し、金
銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込みもし
くは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の
罰金に処すると規定しています（法第221条第1項第1号）。
本件では、買収罪に該当しないようにするため、他の選挙
に対する陣中見舞いや当選祝いとの主張がなされていまし
た。しかし、買収罪に当たるかは、金の配布の時期や受け渡
しの状況、両者の関係性などから総合的にみて判断されるも
のなので、特に本件では買収の範囲が広範で許されるもので
はありません。裁判ではこのような主張は否定されています。
また、買収罪は金を提供した側のみならず、これを受けた
側も同罪とされています（同項第４号）。選挙に携わる者は、
買収罪の重大さを肝に銘じておかなければなりません。

解説


